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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第５区分
【発行日】平成29年6月1日(2017.6.1)

【公開番号】特開2016-196289(P2016-196289A)
【公開日】平成28年11月24日(2016.11.24)
【年通号数】公開・登録公報2016-065
【出願番号】特願2016-48660(P2016-48660)
【国際特許分類】
   Ｂ６０Ｒ  16/02     (2006.01)
   Ｇ０１Ｃ  21/26     (2006.01)
   Ｇ０８Ｇ   1/09     (2006.01)
   Ｇ０８Ｇ   1/16     (2006.01)
   Ｂ６０Ｒ  21/00     (2006.01)
   Ｂ６０Ｋ  35/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６０Ｒ   16/02     ６４０Ｋ
   Ｇ０１Ｃ   21/26     　　　Ａ
   Ｇ０８Ｇ    1/09     　　　Ｈ
   Ｇ０８Ｇ    1/16     　　　Ｅ
   Ｇ０８Ｇ    1/16     　　　Ｆ
   Ｂ６０Ｒ   21/00     ６２６Ｃ
   Ｂ６０Ｒ   21/00     ６２６Ｄ
   Ｂ６０Ｋ   35/00     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成29年4月11日(2017.4.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　運転者による運転操作を支援又は代行する運転支援装置（７０）と共に車両（Ａ）に搭
載され、前記車両の情報を前記運転者に提示する情報提示装置であって、
　前記運転支援装置の作動情報を取得する情報取得部（３１）と、
　前記車両のインスツルメントパネル（１９）に配置され、当該車両の幅方向に沿って延
伸するよう規定された発光領域（５２）に、少なくとも一つの発光スポット（５１）を表
示する発光表示部（４１）と、
　前記情報取得部の取得する情報に基づき、前記発光領域内における前記発光スポットの
発光態様を制御する発光制御部（３４）と、
　前記車両の周囲又は進行方向に、前記運転者が注意すべきリスク対象が存在するか否か
を判定するリスク判定部（３２）と、を備え、
　前記発光制御部は、
　前記運転支援装置が作動している場合と、前記運転支援装置が作動していない場合とで
、前記発光スポットを表示する基準位置（ＲＰａ，ＲＰｍ）を変更し、
　前記リスク対象が存在する場合に、前記運転者から見て前記リスク対象の存在する方向
を示す前記発光スポットを、前記発光領域に表示させ、
　前記運転者のアイポイント（ＩＰ）が前記車両の前後に移動した場合でも、前記運転者
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から見た前記発光スポットが前記リスク対象の方向を示すように、前記発光スポットの大
きさを規定することを特徴とする情報提示装置。
【請求項２】
　前記発光制御部は、前記発光スポットの表示位置が前記運転者から遠ざかるに従って、
前記発光スポットを拡大することを特徴とする請求項１に記載の情報提示装置。
【請求項３】
　運転者による運転操作を支援又は代行する運転支援装置（７０）と共に車両（Ａ）に搭
載され、前記車両の情報を前記運転者に提示する情報提示装置であって、
　前記運転支援装置の作動情報を取得する情報取得部（３１）と、
　前記車両のインスツルメントパネル（１９）に配置され、当該車両の幅方向に沿って延
伸するよう規定された発光領域（５２）に、少なくとも一つの発光スポット（５１）を表
示する発光表示部（４１）と、
　前記情報取得部の取得する情報に基づき、前記発光領域内における前記発光スポットの
発光態様を制御する発光制御部（３４）と、を備え、
　前記発光制御部は、
　前記運転支援装置が作動している場合と、前記運転支援装置が作動していない場合とで
、前記発光スポットを表示する基準位置（ＲＰａ，ＲＰｍ）を変更し、
　前記発光スポットの表示位置が前記運転者から遠ざかるに従って、前記発光スポットを
拡大することを特徴とする情報提示装置。
【請求項４】
　前記車両の周囲又は進行方向に、前記運転者が注意すべきリスク対象が存在するか否か
を判定するリスク判定部（３２）、をさらに備え、
　前記発光制御部は、前記リスク対象が存在する場合に、前記運転者から見て前記リスク
対象の存在する方向を示す前記発光スポットを、前記発光領域に表示させる請求項３に記
載の情報提示装置。
【請求項５】
　前記発光制御部は、前記車両に対する前記リスク対象の相対的な位置変化に追従するよ
う、前記発光領域における前記発光スポットの位置を移動させることを特徴とする請求項
１，２，４のいずれか一項に記載の情報提示装置。
【請求項６】
　前記発光制御部は、複数の前記リスク対象が予め規定された範囲内に存在する場合、前
記車両の幅方向に沿って拡大した前記発光スポットを前記発光領域に表示させることで、
複数の前記リスク対象が纏まって存在する方向を前記運転者に示すことを特徴とする請求
項１，２，４，５のいずれか一項に記載の情報提示装置。
【請求項７】
　前記リスク判定部は、前記車両の周囲又は進行方向の領域から検出された前記リスク対
象について、個々のリスクレベルを算出し、
　前記発光制御部は、前記リスク判定部にて複数の前記リスク対象が存在すると判定され
た場合に、複数の前記リスク対象のうちでリスクレベルが最大となる最大リスク対象を選
択し、前記運転者から見て前記最大リスク対象の方向を示す前記発光スポットを、前記発
光領域に表示させることを特徴とする請求項１，２，４～６のいずれか一項に記載の情報
提示装置。
【請求項８】
　前記運転者から見た前記リスク対象の方向が前記発光領域の延伸する範囲から外れてい
る場合に、音声再生装置（１４０）の音声によって前記リスク対象の存在を前記運転者に
警告する音声制御部（３５）、をさらに備える請求項１，２，４～７のいずれか一項に記
載の情報提示装置。
【請求項９】
　前記発光制御部は、前記運転支援装置が作動している場合の前記基準位置（ＲＰａ）を
、前記運転支援装置が作動してない場合の前記基準位置（ＲＰｍ）よりも、前記車両の幅
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方向（ＷＤ）の中央寄りに規定することを特徴とする請求項１～８のいずれか一項に記載
の情報提示装置。
【請求項１０】
　前記発光制御部は、前記運転支援装置が作動していない場合の前記基準位置を、前記運
転者の着座する運転席（１７ｄ）の前方に規定することを特徴とする請求項１～９のいず
れか一項に記載の情報提示装置。
【請求項１１】
　前記情報取得部は、前記車両に係るリスクレベルを判定した判定結果をさらに取得し、
　前記発光制御部は、前記リスクレベルに応じて前記発光スポットの発光色を変更するこ
とを特徴とする請求項１～１０のいずれか一項に記載の情報提示装置。
【請求項１２】
　前記情報取得部は、前記車両に係るリスクレベルを判定した判定結果をさらに取得し、
　前記発光制御部は、前記リスクレベルに応じて前記発光スポットの大きさを変更するこ
とを特徴とする請求項１～１１のいずれか一項に記載の情報提示装置。
【請求項１３】
　前記情報取得部は、前記運転者の漫然状態に基づく前記リスクレベルの判定結果をさら
に取得し、
　前記発光制御部は、前記リスクレベルが高くなるに従い、前記発光スポットを大きく表
示させることを特徴とする請求項１２に記載の情報提示装置。
【請求項１４】
　前記情報取得部は、前記運転者の漫然状態に基づく前記リスクレベルの判定結果をさら
に取得し、
　前記発光制御部は、前記リスクレベルが低くなるに従い、前記発光スポットを小さく表
示させることを特徴とする請求項１２又は１３に記載の情報提示装置。
【請求項１５】
　前記運転支援装置は、前記運転者による複数の運転操作のうちで、操舵を支援又は代行
する操舵機能を少なくとも有し、
　前記発光制御部は、前記運転支援装置において前記操舵機能が作動しているか否かに基
づいて、前記基準位置を変更することを特徴とする請求項１～１４のいずれか一項に記載
の情報提示装置。
【請求項１６】
　前記情報取得部は、前記車両の予定走行軌跡を実現する目標操舵方向を示す操舵情報を
さらに取得し、
　前記発光制御部は、前記目標操舵方向に対応した方向へ前記発光スポットの前記基準位
置を移動させることを特徴とする請求項１～１５のいずれか一項に記載の情報提示装置。
【請求項１７】
　前記情報取得部は、前記操舵情報として前記目標操舵方向への目標操舵量をさらに取得
し、
　前記発光制御部は、前記目標操舵量が下限閾値よりも小さい場合に、前記基準位置の移
動を保留することを特徴とする請求項１６に記載の情報提示装置。
【請求項１８】
　前記発光制御部は、前記運転者の通常時の心拍数又は脈拍数に対応する周期にて、前記
発光スポットの明るさを繰り返し変化させることを特徴とする請求項１～１７のいずれか
一項に記載の情報提示装置。
【請求項１９】
　前記情報取得部は、前記車両の左右を前記運転者が注意すべきイベントの発生情報をさ
らに取得し、
　前記発光制御部は、前記イベントの発生情報に基づいて、前記基準位置から前記運転者
が注意すべき左右いずれかの方向へ、前記発光スポットを移動させることを特徴とする請
求項１～１８のいずれか一項に記載の情報提示装置。
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【請求項２０】
　前記発光制御部は、前記発光スポットの移動開始前に、当該発光スポットを一旦消灯さ
せることを特徴とする請求項１９に記載の情報提示装置。
【請求項２１】
　前記発光制御部は、前記運転支援装置が作動している場合と、前記運転支援装置が作動
していない場合とで、前記発光スポットを実質同一の速度で移動させることを特徴とする
請求項１９又は２０に記載の情報提示装置。
【請求項２２】
　前記発光制御部は、前記車両の助手席（１７ｐ）側へ延伸する前記発光領域の端部（５
３ｂ）よりも前記基準位置に近い位置にて、前記発光スポットの移動を終了させることを
特徴とする請求項１９～２１のいずれか一項に記載の情報提示装置。
【請求項２３】
　前記情報取得部は、前記運転者の脇見に係る脇見情報をさらに取得し、
　前記発光制御部は、前記脇見情報に基づいて、前記運転者が脇見をしている左右のいず
れかから、前記運転者の着座する運転席（１７ｄ）の前方へ向けて、前記発光スポットを
移動させることを特徴とする請求項１～２２のいずれか一項に記載の情報提示装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上記目的を達成するため、開示された一つの発明は、運転者による運転操作を支援又は
代行する運転支援装置（７０）と共に車両（Ａ）に搭載され、車両の情報を運転者に提示
する情報提示装置であって、運転支援装置の作動情報を取得する情報取得部（３１）と、
車両のインスツルメントパネル（１９）に配置され、当該車両の幅方向に沿って延伸する
よう規定された発光領域（５２）に、少なくとも一つの発光スポット（５１）を表示する
発光表示部（４１）と、情報取得部の取得する情報に基づき、発光領域内における発光ス
ポットの発光態様を制御する発光制御部（３４）と、車両の周囲又は進行方向に、運転者
が注意すべきリスク対象が存在するか否かを判定するリスク判定部（３２）と、を備え、
発光制御部は、運転支援装置が作動している場合と、運転支援装置が作動していない場合
とで、発光スポットを表示する基準位置（ＲＰａ，ＲＰｍ）を変更し、リスク対象が存在
する場合に、運転者から見てリスク対象の存在する方向を示す発光スポットを、発光領域
に表示させ、運転者のアイポイント（ＩＰ）が車両の前後に移動した場合でも、運転者か
ら見た発光スポットがリスク対象の方向を示すように、発光スポットの大きさを規定する
ことを特徴としている。
　また開示された一つの発明は、運転者による運転操作を支援又は代行する運転支援装置
（７０）と共に車両（Ａ）に搭載され、車両の情報を運転者に提示する情報提示装置であ
って、運転支援装置の作動情報を取得する情報取得部（３１）と、車両のインスツルメン
トパネル（１９）に配置され、当該車両の幅方向に沿って延伸するよう規定された発光領
域（５２）に、少なくとも一つの発光スポット（５１）を表示する発光表示部（４１）と
、情報取得部の取得する情報に基づき、発光領域内における発光スポットの発光態様を制
御する発光制御部（３４）と、を備え、発光制御部は、運転支援装置が作動している場合
と、運転支援装置が作動していない場合とで、発光スポットを表示する基準位置（ＲＰａ
，ＲＰｍ）を変更し、発光スポットの表示位置が運転者から遠ざかるに従って、発光スポ
ットを拡大することを特徴としている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０００７】
　これらの発明における発光スポットは、運転支援装置が作動している場合と、運転支援
装置が作動していない場合とで、互いに異なる基準位置に表示される。こうした発光スポ
ットの表示位置の違いは、運転者の周辺視の範囲に発光領域が規定されていても、運転者
によって確実に知覚され得る。したがって、情報提示装置は、運転支援装置が運転操作を
支援又は代行している作動状態にあるか否かという情報を、認識容易に運転者に提示する
ことができる。
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